
募集要項　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) 項目等 旧 新

1 － －



要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1. (1) ア (ア) a a) i) 項目等 旧 新

1 71 第6 3 (3) イ

下処理 イ. 食品洗浄用シンクの水を入れ替える際には、必要に応じて消毒
を行うこと。 －

2 77 第6 6 (1) エ

給食配送・回
収業務

エ. 配送車の誘導やコンテナの搬入搬出時の安全確保のため、補
助員を配置して配送員2名以上の体制とすること。

エ. 配送車の誘導やコンテナの搬入搬出時の安全確保のため、配
送員2名以上の体制とすること。

3 78 第6 6 (4)

各小・中学校
への到着時
間

給食終了時間
　8　小島小学校　水・木　12：10

給食終了時間
　8　小島小学校　水・木　13：20



事業者選定基準　新旧対照表

Ｎｏ 本編
別紙
番号

頁 第1 1 (1) 項目等 旧 新

1 － －



様式集（資格審査）　新旧対照表

Ｎｏ 本文
様式
番号

1 項目等 旧 新

1 〇 1

資格審査に
関する書類

（１９）納税証明書（市税：法人市民税、法人事業税）（代表企業、構
成企業及び協力企業の全企業、直近3箇年）（書式自由）

（１９）納税証明書（市税：法人市民税）（代表企業、構成企業及び
協力企業の全企業、直近3箇年）（書式自由）



様式集（提案審査）　新旧対照表

Ｎｏ 本文
様式
番号

1 (1) ① 項目等 旧 新

1 〇 1 (2)

提出部数等 ・ 「提案書（1．～7．）」と「提案書（9．～10．）」を、それぞれA4判縦
長（A3判指定の様式は横折込）左綴じとし、正本1部、副本9部、合
計10部を提出すること。それぞれのファイルの表紙に事業名、書
類名、応募グループ名及び通し番号（正本分には1/10、副本分に
は2/10～10/10）を記載すること。また、各項目にインデックスを付
けること。提案書の最後に、基礎審査項目チェックシート(M-1)を添
付すること。ただし、副本分（様式A-1～A-5は除く）については、表
紙、提出書類に応募グループ名並びに代表企業、構成企業、協力
企業の企業名を一切記載せず、参加表明書提出後に与える受付
番号を表記すること。

・ 「提案書（1．～7．）」と「提案書（9．～10．）」を、それぞれA4判縦
長（A3判指定の様式は横折込）左綴じとし、正本1部、副本9部、合
計10部を提出すること。それぞれのファイルの表紙に事業名、書
類名、応募グループ名及び通し番号（正本分には1/10、副本分に
は2/10～10/10）を記載すること。また、各項目にインデックスを付
けること。正本分の最後に、基礎審査項目チェックシート(M-1)を添
付すること。なお、副本分（様式A-1～A-5は除く）については、表
紙、提出書類に応募グループ名並びに代表企業、構成企業、協力
企業の企業名を一切記載せず、参加表明書提出後に与える受付
番号を表記すること。

2 〇 1 (2)

提出部数等 ＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　動線計画図　枚数制限　1

＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　動線計画図　枚数制限　2

3 〇 1 (2)

提出部数等 ＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　厨房設備配置図　枚数制限　1

＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　厨房設備配置図　枚数制限　2

4 〇 1 (2)

提出部数等 ＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　什器・備品等リスト

＜提案審査に関する書類の構成　３／３＞
8. 計画図面等提案書類
　　食缶・調理備品等及び什器・備品等リスト

5
A-4
（別
表）

別表①　設
計及び建設
工事等業務
のサービス
の対価の内
訳

４税抜計（=１＋３）
５税込計(=１＋２＋３)

４税抜合計（=１＋３）
５税込合計(=１＋２＋３)

6
A-4
（別
表）

別表①　設
計及び建設
工事等業務
のサービス
の対価の内
訳

支払時期（請求年月）
　一時支払金　令和８年１０月

　令和９年１月

　令和９年４月

支払時期（請求年月）
　一時支払金　令和８年９月
　令和８年１０月
　令和９年１月
　一時支払金　令和９年４月
　令和９年４月



様式集（提案審査）　新旧対照表

Ｎｏ 本文
様式
番号

1 (1) ① 項目等 旧 新

7
A-4
（別
表）

別表①　設
計及び建設
工事等業務
のサービス
の対価の内
訳

備考１    令和８年度中に支払いを予定している一時支払金につい
ては、令和８年１０月に支払われるものとして金額を記載。

－

8
A-4
（別
表）

別表③　運
営費の内訳

５小計(固定１＋変動３）
６小計(固定１＋２)＋(変動３＋４)

５税抜合計(固定１＋変動３）
６税込合計(固定１＋２)＋(変動３＋４)

9 I-17

食缶・調理備
品等及び什
器・備品等リ
スト －

様式の上段に食缶・調理備品等の表を新たに追加



基本協定書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 本編
別紙
番号

頁 条 1 (1) 項目等 旧 新

1 － －



事業契約書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 契約書
契約
約款

頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 旧 新

1 ○ 28 8 65 4 (2) イ

事業者の債務不
履行等による契
約終了

この場合において、市の支払いに関する予算措置の必要性等に
鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者
の協議により決定するものとし、市は、本契約の解除までに事業
者が実施した中部学校給食センター等の維持管理及び運営業務
のサービスの対価のうち未払の金額相当額を第５７条第２項に定
められた方法により支払う。

この場合において、市の支払いに関する予算措置の必要性等に
鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者
の協議により決定するものとし、市は、本契約の解除までに事業
者が実施した中部学校給食センター等の維持管理及び運営業務
のサービスの対価のうち未払の金額相当額を支払う。

2 〇 30 8 66 2

談合その他の不
正行為等に係る
市の解除権

事業者は、本契約に関して前項各号のいずれかに該当する場合
は、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発
生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額（消費税
等相当額を含む。また、契約金額の変更があった場合には、変更
後の契約金額とする。本条において同じ。）の１０分の１に相当す
る金額の違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号の
いずれかに該当したときは、事業者は、契約金額の１００分の１５
に相当する金額を違約金として支払わなければならない。

事業者は、本契約に関して前項各号のいずれかに該当する場合
は、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発
生及び損害額を立証することを要することなく、設計及び建設工
事等業務のサービスの対価のうち、調査・設計費、工事監理費及
び建設工事費に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び
地方消費税相当額の合計額（消費税等相当額を含む。また、金額
の変更があった場合には、変更後の金額とする。本条において同
じ。）の１０分の１に相当する金額の違約金を支払わなければなら
ない。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、事業者は、
当該金額の１００分の１５に相当する金額を違約金として支払わな
ければならない。



事業契約書（案）別紙　新旧対照表

Ｎｏ
別紙
番号

頁 1 (1) ① ア (ａ) 項目等 旧 新

1 4 46 3 (1)

設計及び建
設工事等業
務のサービ
スの対価の
支払方法に
ついて

なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった
場合の、事業者に発生するコスト（融資額の変更に伴い金融機関
に支払う手数料等）は、市の負担とする。

なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の変更があった場合
に事業者と金融機関等の間で事務手数料等が発生する場合に
は、事業者の負担とする。

2 4 46 3 (2)

維持管理及
び運営業務
のサービス
の対価の支
払方法につ
いて

市は、維持管理及び運営業務のサービスの対価について、事業者
からの請求手続を経て、第１回（令和８年７月～９月分）を令和８年
１０月末日までに、第２回（令和８年１０月～１２月分）を令和９年１
月末日までに、第３回（令和９年１月～３月分）を令和９年４月末日
までに、第４回（令和９年４月～６月分）を令和９年７月末日まで
に、以降、令和２３年７月まで年４回支払うこととする。

市は、維持管理及び運営業務のサービスの対価について、事業者
からの請求手続を経て、第１回（令和８年７月～９月分）を令和８年
１０月末日までに、第２回（令和８年１０月～１２月分）を令和９年１
月末日までに、第３回（令和９年１月～３月分）を令和９年４月末日
までに、第４回（令和９年４月～６月分）を令和９年７月末日まで
に、以降、令和２３年１０月まで年４回支払うこととする。

3 4 47

表３ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）

4 4 48

表３ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）

5 4 49

表３の１ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）

6 4 50

表３の１ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）

7 4 51

表３の２ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）

8 4 52

表３の２ ４ 税抜計（=１+３）
５ 税込計（=１+２+３）

４　税抜合計（=１+３）
５　税込合計（=１+２+３）



事業契約書（案）別紙　新旧対照表

Ｎｏ
別紙
番号

頁 1 (1) ① ア (ａ) 項目等 旧 新

9 4 57

表４の２ ５小計(固定１＋変動３）
６小計(固定１＋２)＋(変動３＋４)

５税抜合計(固定１＋変動３）
６税込合計(固定１＋２)＋(変動３＋４)

10 4 58

表４の２ ５小計(固定１＋変動３）
６小計(固定１＋２)＋(変動３＋４)

５税抜合計(固定１＋変動３）
６税込合計(固定１＋２)＋(変動３＋４)


